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はじめに  

 東京都水道局は平成 30 年 10 月 30 日、談合疑いに関する件で 、

公正取引委員会から立入検査を受け、令和元年７ 月 11 日、東京都

及 び 水 道 局 は 公 正 取 引 委 員 会 か ら 、 改 善 措 置 要 求 等 を 受 け た 。 公

正 取 引 委 員 会 が 認 定 し た 事 実 及 び 東 京 都 の 調 査 特 別 チ ー ム に よ る

調 査 に よ っ て 明 ら か に な っ た 事 実 に よ れ ば 、 金 町 浄 水 管 理 事 務 所

など複数の浄水場において、平成 23 年度から平成 28 年度までの

複 数 年 に わ た り 、 複 数 の 職 員 が 、 入 札 談 合 等 関 与 行 為 （ 情 報 漏 え

い）が行われていた。  

 水道局において、今回の入札談合等関与行為が、平成 24 年発覚

の収賄事件、 26 年度発覚の情報漏えい事件に続く３度目の不祥事

で あ り 、 水 道 利 用 者 を は じ め と し た 都 民 の 信 頼 を 失 い か ね な い 事

態となっている。  

しかも、これらの一連の不祥事は、短期間かつ同一時期に発生し

たものであり、組織として根深い問題の存在が示唆される。  

 本委員会は、平成 30 年 10 月 30 日の公正取引委員会の立入調査

後 に 公 表 さ れ た 東 京 都 の 調 査 特 別 チ ー ム に よ る 調 査 の 中 間 報 告 書

の 提 言 に 基 づ い て 、 水 道 局 が 策 定 す る べ き 再 発 防 止 策 や コ ン プ ラ

イ ア ン ス の 取 組 等 を 検 証 す る た め に 設 置 さ れ た 委 員 会 で あ り 、 外

部 委 員 の み で 構 成 さ れ る コ ン プ ラ イ ア ン ス 委 員 会 と し て は 、 水 道

局における初めての試みである。  

 な お 、 こ れ ら の 一 連 の 不 祥 事 及 び 調 査 と 時 期 を 同 じ く し て 、 水

道 事 業 の 重 要 な 業 務 の 委 託 を 受 け 事 業 を 行 っ て い る 、 東 京 水 道 サ

ービス株式会社（ＴＳＳ）において、関係企業との不適切な関係、

書 類 の 改 ざ ん や 虚 偽 報 告 書 の 作 成 な ど の 不 適 正 処 理 が 行 わ れ て い

るという指摘が寄せられ、東京都総務局による調査（特別監察）が

行われ、内部統制上の問題点等が指摘された。  

 そのため、本委員会は、水道局の再発防止策、コンプライアンス

の 取 組 の 検 証 だ け で は な く 、 政 策 連 携 団 体 の 再 発 防 止 策 や コ ン プ

ラ イ ア ン ス の 取 組 、 東 京 水 道 グ ル ー プ の ガ バ ナ ン ス に つ い て も 、

検証をすることが求められ、平成 31 年４月に設置された。  

 本 報 告 書 は 、 水 道 局 の 再 発 防 止 策 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に と ど ま

らず、政策連携団体の再発防止策、コンプライアンス、東京水道グ

ル ー プ の ガ バ ナ ン ス の 在 り 方 に つ い て 、 こ れ ま で の 本 委 員 会 の 活

動実績を取りまとめるものである。  
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本報告書における用語集  

 

・調査特別チーム…水道局発注の排水処理作業委託の見積り合わせに

おける談合疑いに関する公正取引委員会からの立入検査に伴い、平成

30 年 10 月 31 日に知事の指示の下、全庁的な観点から原因究明・再発

防止策等の検討を実施するため、副知事、政策企画局長、総務局長、

財務局長、水道局長で構成された調査・検討チーム 

 

・入札談合等関与行為…国若しくは地方公共団体の職員又は特定法人

の役員若しくは職員が、入札談合等に関与する行為をいい、具体的な

対応は、入札談合等関与行為防止法第２条第５項に規定されている。

水道局では、同条同項第５号（情報漏えい）が問題となった。 

 

・改善措置要求及び要請（改善措置要求等）…入札談合等関与行為防

止法第３条第１項に基づいて公正取引委員会から東京都知事に対して

なされた入札及び契約に関する事務に係る改善措置の求め並びに公正

取引委員会から水道局長に対してなされた申入れをいう。 

 

・調査特別チーム中間報告書…公正取引委員会からの立入検査を受

け、立入検査後１か月程度の期間で、東京都として把握した事故の概

要とその原因及び再発防止策等について取りまとめた報告書（平成 30

年 11 月 29 日公表） 

 

・調査特別チーム最終報告書…公正取引委員会からの改善措置要求等

を受けた後の追加調査結果も踏まえ、情報漏えい事故の全体像とその

原因及び再発防止策等について取りまとめた報告書（令和元年 11 月

27 日公表） 

 

・有識者委員会中間報告書…東京水道グループコンプライアンス有識

者委員会における令和元年度中の活動実績を取りまとめた報告書（令

和２年１月 22 日公表） 

 

・東京水道サービス株式会社（ＴＳＳ）…東京都の水道事業の技術部

門における事業運営上重要な業務を担い、水道事業の安定的かつ効率

的な運営に寄与することを目的として昭和 62 年２月に設立された会

社。令和２年４月に株式会社ＰＵＣと合併し、東京水道株式会社とな



る。 

（東京水道サービス株式会社の主要業務） 

 ・浄水場・給水所等水道施設の運転管理 

 ・水道管路等の維持・管理 

 ・水道に関するコンサルティング、技術開発 等 

 

・株式会社ＰＵＣ（ＰＵＣ）…東京都の水道事業の営業部門における

事業運営上重要な業務を担い、水道事業の安定的かつ効率的な運営に

寄与することを目的として平成 16 年４月に財団法人公営事業電子計

算センターを株式会社化することにより設立された会社。令和２年４

月に東京水道サービス株式会社と合併し、東京水道株式会社となる。 

（株式会社ＰＵＣの主要業務） 

 ・お客さまセンターの運営等総合受付業務 

 ・営業所業務 

 ・水道料金徴収関連業務における民間事業者の監督指導 

 ・水道料金徴収システムの企画、開発、運用 等 

 

・東京水道株式会社（ＴＷ）…技術系業務を担う東京水道サービス株

式会社と営業系業務を担う株式会社ＰＵＣが統合し、令和２年４月に

設立された会社 

 

・政策連携団体…都と協働して事業等を執行し、又は提案し、東京都

と政策実現に向け連携するなど、特に都政との関連性が高い団体で全

庁的に指導監督を行う必要がある団体の総称。本報告書内では、「東

京水道株式会社」に統合される以前（令和２年３月 31 日以前）の時

点では、「東京水道サービス株式会社」及び「株式会社ＰＵＣ」の２

社を意味し、「東京水道株式会社」に統合されて以降（令和２年４月

１日以降）の時点では、「東京水道株式会社」を意味する。 

 

・東京水道グループ…東京都水道局及び政策連携団体の総称 

 

・水道局の再発防止策…公正取引委員会からの改善措置要求等を受

け、令和元年 11 月 27 日に公表された「調査特別チーム最終報告書」

で掲げられた再発防止策 

 

・ＴＳＳの再発防止策…総務局の特別監察を受け、令和元年８月 30



日に公表された「東京水道サービス株式会社に対する特別監察結果改

善報告書」で掲げられた再発防止策 

 

・ＴＷの再発防止策…令和２年６月に発覚した道路占用許可申請手続

に係る不適正処理事案における再発防止策 

 

・内部統制…業務の効率的かつ効果的な遂行、財務報告の信頼性確

保、業務に関わる法令の遵守、資産の保全の４つの目的が達成されな

いリスクを一定水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み

込まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスをいう。内部

統制には、金融商品取引法上の内部統制、会社法上の内部統制、地方

自治法上の内部統制がある。 

 

・政策連携団体の内部統制…会社法上求められている内部統制をい

う。 

 

・水道局の内部統制…業務の効率的かつ効果的な遂行、財務報告の信

頼性確保、業務に関わる法令の遵守、資産の保全の４つの目的のう

ち、業務に関わる法令の遵守に重点化する内部統制をいう。なお、地

方自治法上公営企業には内部統制を構築することは求められていない

が、水道局は任意の取組として内部統制を実施する予定 

 

・グループガバナンス…水道局が政策連携団体に対して、グループ全

体の組織設計、グループ経営の在り方、委託契約の内容、人材交流な

どを通じて統制を行う取組 

 

・会社法上の大会社の内部統制…会社法第 348 条第３項第４号及び同

条第４項並びに第 362 条第４項第６号及び第５項で規定されている、

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成

る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令

で定める体制の整備を決定すること 
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第１ 有識者委員会の概要 

 

（１）有識者委員会設置の経緯 

 

 平成 30 年 10 月、公正取引委員会は、東京都水道局（以下「水

道局」という 。）発注の浄水場排水処理施設運転管理作業委託の

見積り合わせにおいて談合の疑いがあるとして、水道局に対して

立入検査を行った。  

また、水道局職員が契約に係る情報を漏えいした可能性がある

との報道を受けて東京都は 、「調査特別チーム 」（以下「東京都の

調査特別チーム」という 。）を設置し、 職員の非違行為の有無に

関する調査、原因の究明及び再発防止策の検討を実施した。  

 調査の結果、水道局の職員が、浄水場排水処理施設運転管理作

業を受託していた事業者に対して、設計単価に関する情報を漏え

いしたことが判明した。  

 平成 30 年 11 月、東京都の調査特別チームは、情報漏えい事故

から直接導かれる事項の再発防止策及び水道局事業の構造的な側

面から推測される事項の再発防止策を取りまとめ、その内容を調

査特別チーム中間報告書（以下「調査特別チーム中間報告書」と

いう 。）として公表した。その再発防止策の１つとして、第三者

コンプライアンス委員会を設置することを発表した。  

 こうした経過を経て、平成 31 年４月、第三者コンプライアン

ス委員会として、東京水道グループコンプライアンス有識者委員

会（以下「有識者委員会」という 。）が設置された。  

 

（２）有識者委員会の設置目的 

 

 有識者委員会は、公正取引委員会の立入検査、それに基づく改

善措置要求及び要請（以下「改善措置要求等」という。）を受け

て策定した再発防止策を、外部の幅広い見地から検証することを

目的に設置された。  

 また、東京水道サービス株式会社（以下「ＴＳＳ」という 。）

における関係企業との不適切な関係、書類の改ざんや虚偽報告書
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の作成など（以下「特別監察指摘事案」という 。） について、東

京都総務局（以下「総務局」という。）による調査（特別監察）

が実施されたことから、東京水道グループのコンプライアンスに

ついても審議することになった。  

（有識者委員会の所掌事項）  

 ・再発防止策に関すること  

  ・東京水道グループのコンプライアンスに関すること  

  ・その他必要と認める事項に関すること  

 

（３）有識者委員会の構成 

 

委員：下表のとおり  

任期：２年以内（再任可）  

氏  名  役  職  等  

◎幸  田  雅  治  紀尾井町法律事務所  弁護士  

○中  西    晶  明治大学経営学部  教授  

 羽  根  一  成  東京平河法律事務所  弁護士  

 矢  野  奈保子  矢野公認会計士事務所  公認会計士  

◎委員長  ○委員長代理  （五十音順）  

 

（４）有識者委員会の開催実績 

 

○  第１回有識者委員会  令和元年５月 13 日（月曜日）  

（議事内容）  

 ・委員会運営について  

 ・東京水道グループのコンプライアンスに関する課題  

 ・政策連携団体に対する特別監察  

 ・調査特別チーム中間報告書で掲げた再発防止策  

 ・意見交換  

 

○  第２回有識者委員会  令和元年７月１日（月曜日）  

（議事内容）  

 ・政策連携団体に対する特別監察  
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 ・調査特別チーム中間報告書で掲げた再発防止策  

 ・東京水道グループにおける構造的課題  

 ・意見交換  

 

○  第３回有識者委員会  令和元年７月 29 日（月曜日）  

（議事内容）  

 ・公正取引委員会からなされた改善措置要求等に関する報告  

 ・政策連携団体に対する特別監察  

 ・東京水道グループにおける構造的課題  

 ・意見交換  

 

○  第４回有識者委員会  令和元年 10 月２日（水曜日）  

（議事内容）  

 ・公正取引委員会による改善措置要求等を受けて講じる改善  

措置  

 ・東京水道グループにおける構造的課題  

 ・水道局の政策連携団体へのガバナンスのあり方  

 ・有識者委員会中間報告書（素案）  

 ・意見交換  

 

○  第５回有識者委員会  令和元年 11 月 11 日（月曜日）  

（議事内容）  

 ・有識者委員会における今後の検証項目  

・公正取引委員会による改善措置要求等を受けて講じる改善  

措置  

 ・東京水道グループにおける構造的課題（内部統制システム  

の構築）  

 ・水道局の政策連携団体へのガバナンスのあり方  

 ・有識者委員会中間報告書（案）  

 ・意見交換  

  

○ 第６回有識者委員会 令和２年１月 17 日（金曜日） 

（議事内容） 

 ・調査特別チーム最終報告書で掲げた再発防止策の実施状況 

 内容：情報漏えい防止のための対策強化 
（１）契約締結手続きの監視体制の強化 

      （２）見積り合わせ等の実態点検 
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 ・水道局の政策連携団体へのガバナンスのあり方 

 ・意見交換 

 

〇東京水道グループコンプライアンス有識者委員会中間報告書 

 令和２年１月 22 日（水曜日） 

 （報告内容） 

  ・有識者委員会の概要 

  ・有識者委員会の活動実績 

  ・今後の活動予定 

 

○ 第７回有識者委員会 令和２年４月 28 日（火曜日）から 

              ５月 29 日（金曜日）まで書面開催 

（議事内容） 

 ・調査特別チーム最終報告書で掲げた再発防止策の実施状況 

 内容：局内コミュニケーションの活性化 

・水道局所管政策連携団体のコンプライアンス 

 ・水道局における内部統制システム構築に向けた実施状況 

  

○ 第８回有識者委員会 令和２年７月９日（木曜日）web 開催 

（議事内容） 

 ・調査特別チーム最終報告書で掲げた再発防止策の実施状況 

内容：情報漏えい防止のための対策強化 等 

・水道局における内部統制システム構築に向けた実施状況 

 ・意見交換 

 

○ 第９回有識者委員会 令和２年９月 16 日（水曜日）web 開催 

（議事内容） 

 ・調査特別チーム最終報告書で掲げた再発防止策の実施状況 

内容：排水処理作業委託の抜本的見直し 等 

・水道局における内部統制システム構築に向けた実施状況 

 ・水道局所管政策連携団体におけるコンプライアンスについて 

 ・意見交換 

  

○ 第 10 回有識者委員会 令和２年 12 月３日（木曜日）web 開催 

（議事内容） 

 ・調査特別チーム最終報告書で掲げた再発防止策の実施状況 



- 5 - 
 

  内容：独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法の周知徹底 

等 

・水道局所管政策連携団体におけるコンプライアンスの改善状況 

 ・水道局における内部統制システム構築に向けた実施状況 

 ・意見交換 

 

○ 第 11 回有識者委員会 令和３年１月 29 日（金曜日）web 開催 

（議事内容） 

 ・調査特別チーム最終報告書で掲げた再発防止策の実施状況 

  内容：コンプライアンス宣言 等 

・水道局における内部統制システム構築に向けた実施状況 

 ・有識者委員会最終報告書（素案） 

 ・意見交換  
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第２ 再発防止策の策定の経緯 

 

 有識者委員会においては、公正取引委員会による改善措置要求等を

踏まえた水道局の再発防止策、総務局による特別監察を受けたＴＳＳ

の再発防止策等について、検証を行ってきたが、検証の前提となった

事案概要、再発防止策の策定の経緯について、以下のとおり整理を行

った（表１参照）。 

 

 

【表１ 水道局及び政策連携団体における再発防止策策定の経緯】 

時点 水道局 政策連携団体 有識者委員会 

平成 30 年  

10 月 30 日  

公正取引委員会から

の立入検査実施 

  

平成 30 年  

11 月 29 日  

調査特別チーム中間

報告書公表 

  

平成 30 年

12 月～平

成 31 年１

月 

 総務局による特別監

察の実施 

 

平成 31 年  

２月 22 日  

 東京水道サービス株

式会社に対する特別

監察結果報告書公表 

 

平成 31 年  

４月５日 

  有識者委員会設置 

令和元年

６月 25 日  

 株式会社ＰＵＣに対

する特別監察結果報

告書公表 

 

令和元年 

７月 11 日  

公正取引委員会から

の改善措置要求等を

受ける 

  

令和元年 

８月 30 日  

 東京水道サービス株

式会社に対する特別

監察結果 改善報告

書公表 
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令和元年 

11 月 27 日  

調査特別チーム最終

報告書公表 

  

令和２年 

１月 22 日  

  有識者委員会中間

報告書公表 

令和２年 

４月 

 東京水道サービス株

式会社と株式会社Ｐ

ＵＣが合併 

 

令和２年 

６月 

 東京水道株式会社に

おける道路占用許可

申請手続に係る不適

正処理が発覚 
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第３ 有識者委員会の活動報告 

（１） 再発防止策に対する評価 

 

ア 水道局からの報告の概要 

 

（ア）水道局の再発防止策 

  

ａ 再発防止策の背景 

  平成 30 年 10 月 30 日、水道局は、公正取引委員会から、談合疑

いについて、立入検査を受けた。その後、東京都は調査特別チーム

を設置し、調査を開始した。 

  平成 30 年 11 月 29 日、東京都は調査特別チーム中間報告書を作

成し、金町浄水管理事務所において、平成 26 年度の契約に関する

情報を漏えいしたとの調査結果及び再発防止策を公表した。 

  調査特別チーム中間報告書の調査結果によると、浄水場の排水処

理係長であった職員が、平成 22 年度から 25 年度までの間に、複数

回、事業者に対して、設計単価に関する情報を提供していた。この

情報提供に関連して、金品等の提供は確認できなかった（図１参

照）。 

  令和元年７月 11 日、東京都及び水道局は、前記の調査に関連し

て、公正取引委員会から改善措置要求等を受け（図２参照）、その

後の追加調査結果も踏まえて、令和元年 11 月 27 日、再発防止策を

策定し、調査特別チームによる最終報告書（以下「調査特別チーム

最終報告書」という。）を公表した。 
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【図１ 調査特別チーム中間報告書調査結果による情報漏えい事故の概要

（第１回東京水道グループコンプライアンス有識者委員会資料）】 

 

 

【図２ 改善措置要求等の概要（公正取引委員会公表資料から引用）】
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ｂ  再発防止策の内容  

水道局から、第４回及び第５回有識者委員会において、再

発防止策の内容について、報告があった。再発防止策の内容

は表２のとおりであるが、調査特別チーム中間報告書で策定

された再発防止策に加えて、調査特別チーム最終報告書にお

いて新規に策定した内容が中心であった。  

 調査特別チーム中間報告書では、事故から直接導かれる事

項の改善策、水道局事業の構造的な面から推察される事項の

改善策によって、再発防止策が分類されていたが、調査特別

チーム最終報告書では、①職員のコンプライアンス意識や組

織風土の抜本的改革、②不正を起こさない仕組み・職場環境

の創出、③監視機能・危機管理体制の強化、④局事業運営体

制の抜本的改革の方向性という形に整理されている。  

 それぞれの再発防止策の実施状況については、第６回以降

の有識者委員会で、水道局から報告があった（表２参照 ）。  

 

【表２ 調査特別チーム最終報告書の再発防止策及び有識者委員会報告回】 

方向性 具体的取組 委員会報告回 

方向性１ 

職員のコンプライアン

ス意識や組織風土の抜

本的改革 

コンプライアンス宣言 

① 局長の「コンプライアンス経営宣言」 

② 職員のコンプライアンス宣言書への署名 

① 第 11 回 

② 第 11 回 

独占禁止法及び入札談合等関与行為防止法の

周知徹底 
第 10 回 

公益通報制度の周知・徹底 第 10 回 

職員間・職場内のコミュニケーション活性化 

① 職場相互点検 

② 各部・所におけるリスク洗い出しと防止

策策定のための職場討議と風通しのよい

職場づくり 

現場、本庁のコミュニケーション活性化 

③ 本庁幹部と事業所との意見交換 

④ 本庁・現場の情報共有の強化 

⑤  現場のミドルマネジメント層の強化  

 

①第７回 

②第 11 回 

 

 

 

③第７回 

④第 11 回 

⑤第 10 回 

コンプライアンス推進体制の強化 ― 

コンプライアンス意識と専門性を両立した職

員の育成 
第 11 回 
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方向性２ 

不正を起こさない仕組

み・職場環境の創出 

排水処理作業委託の抜本的見直し 

① 組織の大くくり化 

② 総合評価方式の導入 

 

①第９回 

②第９回 

積算業務は本庁で一括することで、現場業務

から分離 
第９回 

委託の設計・積算をシステム化し局内の情報

管理を徹底 
第９回 

方向性３ 

監視機能・危機管理体

制の強化 

情報漏えい防止のための対策強化 

① 不正行為に対するペナルティ強化 

② 契約締結手続の監視体制の強化 

③ 厳格管理情報の理解促進 

④ 契約事務所管部署における情報漏えい防

止 

⑤ 見積り合わせ等の実態点検 

 

①第８回 

②第６回 

③第 11 回 

④第８回 

⑤第６回 

委託契約情報の事後公表の拡大 第６回 

危機管理（不祥事）対応体制の構築 第 10 回及び第 11 回 

方向性４ 

局事業運営体制の抜本

的改革 

第三者コンプライアンス委員会の設置 ― 

ＰＤＣＡサイクルの構築 

第７回～第 11 回（内部

統制システムの構築で

報告） 

 

 

(イ ) 政策連携団体の再発防止策  

 

ａ  再発防止策の背景  

水道局が公正取引委員会から立入検査を受けた後、東京水

道グループの一員であるＴＳＳにおいて、関係団体や受注工

事事業者との不適切な関係、書類の改ざんや虚偽報告書の作

成や指示等が行われているという指摘が寄せられ、総務局に

よる特別監察が実施された。その内容は、平成 31 年２月に、

「東京水道サービス株式会社に対する特別監察結果報告書」

として、公表された。  

これに対して、水道局及びＴＳＳは総務局からの指摘事項

について改善内容の検討を行い、第１回以降の有識者委員会

でも審議を行い、最終的な改善内容については、令和元年８

月 、「東京水道サービス株式会社に対する特別監察結果改善報
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告書」として取りまとめ、公表を行った。  

その後、令和２年４月に、東京水道の総合力を強化するた

め、ＴＳＳと株式会社ＰＵＣ（以下「ＰＵＣ」という。） は合

併し 、「東京水道株式会社 」（以下「ＴＷ」という 。）に商号変

更を行い、新会社をスタートさせた。  

新会社成立後の令和２年６月、道路占用許可申請手続の不

適処理事案が発覚し、水道局から再発防止策の内容につい

て、報告があった。この事案は、ＴＷが工事監督を行った配

水管の補修工事（令和２年５月から実施）において、 20 代男

性社員が道路占用許可申請手続を行っていなかったこと、道

路占用許可書の写しを自ら不正に作成し、受注者に交付して

いたというものである（以下「道路占用許可申請手続事案」

という 。）（図３参照 ）。  

 

【 図 ３  道 路 占 用 許 可 申 請 手 続 事 案 の 概 要 】  

 

 

ｂ  再発防止策の内容  

水道局から、第１回から第３回有識者委員会において、特

別監察指摘事案の指摘事項及び再発防止策の内容について、

関係企業との関係、受託業務に係る不適正処理事案、内部統

制・コンプライアンス、社員構成・人事システム、水道局の

ガバナンスという整理で報告があった（表３参照 ）。  
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【 表 ３  不 適 正 処 理 事 案 に 関 す る 指 摘 事 項 及 び 改 善 策 一 覧 （ 第 ２ 回 東

京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 か ら 作 成 ）】  

 

１  不 適 正 事 案 に 関 す る 改 善 策  

（ １ ） 関 係 企 業 と の 関 係  

特 別 監 察 に お け る 指 摘  改 善 策 の 内 容  

ア  土 木 系 協 力 会 社 へ の 再 委 託  

 土 木 系 協 力 会 社 へ の 再 委 託 は 、

業 者 登 録 制 度 に よ り 、既 に 業 務 履

行 能 力 を 確 認 し て い る こ と か ら 、

「 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 」に よ る 理 由

が 乏 し い 。「 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 」は

あ た か も 協 力 会 社 へ の 優 先 交 渉

権 を 付 与 す る よ う に 見 え る 。  

 

ア  土 木 系 協 力 会 社 へ の 再 委 託  

（ ア ） 再 委 託 契 約 方 法 の 見 直 し  

 ａ  業 者 登 録 制 度 を 廃 止  

 ｂ  Ｔ Ｓ Ｓ か ら 再 委 託 し て い

た 業 務 に つ い て 、 局 か ら 直

接 発 注 す る も の と 引 き 続 き

再 委 託 す る も の に 整 理  

 ｃ  再 委 託 す る も の に つ い て

は 、 案 件 に よ っ て 、 品 質 と

競 争 性 を 両 立 す る 契 約 方 法

で あ る 総 合 評 価 方 式 又 は 入

札 参 加 条 件 を 適 切 に 設 定 す

る こ と で 品 質 の 確 保 が で

き 、 か つ 競 争 性 が 高 い 指 名

競 争 入 札 を 導 入  

（ イ ） 契 約 監 視 機 能 の 強 化   

 ａ  契 約 監 視 委 員 会 を 設 置

（ 契 約 手 続 の 調 査 ・ 分 析 及

び 監 視 、 不 正 行 為 の 排 除 ・

防 止 等 の 検 討 を 実 施 ）  

イ  協 力 会 社 か ら の 社 員 の 受 入

れ  

 平 成 30 年 ４ 月 時 点 で 、 協 力 会

社 よ り 112 名 の 出 向 社 員 を 受 け 入

れ て い る 。  

 

イ  協 力 会 社 か ら の 社 員 の 受 入

れ  

（ ア ） 配 置 基 準 を 策 定  

 ａ  再 委 託 業 務 に お け る 作 業

の 指 示 や 監 督 を 行 う 部 署 以

外 に 出 向 社 員 を 配 置  

 ｂ  各 業 務 の 仕 様 書 作 成 や 積

算 に 係 る 部 署 以 外 に 出 向 社

員 を 配 置  
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 ｃ  受 託 業 務 に 係 る 局 と の 調

整 や そ の 状 況 に 関 し て 、 把

握 可 能 な 部 署 以 外 に 出 向 社

員 を 配 置  

（ イ ） 所 要 人 員 の 見 直 し    

  出 向 社 員 の 役 割 と 必 要 性 の

精 査 と 併 せ て 、 人 員 見 直 し の

た め の 取 組 を 実 施  

 ａ  新 規 採 用 社 員 の 採 用 増  

 ｂ  離 職 者 の 抑 制  

 ｃ  業 務 の 効 率 化  

 ※ 上 記 を 踏 ま え て 、 所 要 人 員

の 見 直 し の 年 次 計 画 を 策 定  

 

ウ  交 際 費 の 支 出  

 Ｔ Ｓ Ｓ と 土 木 系 協 力 会 社 と の

間 で 役 員・幹 部 社 員 に よ る 飲 食 を

伴 う 会 合 が 開 催 さ れ 、Ｔ Ｓ Ｓ 側 出

席 者 の 飲 食 代 が 交 際 費 よ り 支 出

さ れ て い る 。  

 

ウ  交 際 費 の 支 出  

（ ア ） 飲 食 を 伴 う 会 合 の 廃 止  

 ａ  都 民 の 疑 念 を 生 ず る よ う

な 特 定 業 者 と の 飲 食 を 伴 う

会 合 を 廃 止  

 

（ ２ ） 受 託 業 務 に 係 る 不 適 正 処 理 事 案  

特 別 監 察 に お け る 指 摘  改 善 策 の 内 容  

ア  不 適 正 処 理 事 案  

下 記 の 不 適 正 処 理 事 案 に 対

し 、 個 別 の 対 策 は 講 じ ら れ て い

る が 、 原 因 の 分 析 が 十 分 で な い

面 や 組 織 的 な 対 応 が 不 十 分 な 面

な ど が あ っ た 。  

（ ア ） 貯 蔵 品 管 理 業 務 委 託 に お

け る 巡 回 点 検 業 務 不 履 行  

（ イ ） 工 事 監 督 に お け る し ゅ ん

工 写 真 の 改 ざ ん 指 示  

（ ウ ） 不 適 切 な 設 計 変 更 協 議 対

応  

ア  不 適 正 処 理 事 案  

 個 別 事 案 に つ い て は 発 生 の 都

度 、 速 や か に 再 発 防 止 策 を 策 定

し 、 対 策 を 実 施 済  
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（ エ ） 契 約 後 の 設 計 違 算 に 対 す

る 外 部 か ら の 指 摘  

 

イ  社 内 の 内 部 統 制 等  

社 内 の コ ン プ ラ イ ア ン ス の 推

進 や 内 部 統 制 が 十 分 で は な く 、

そ の 在 り 方 に つ い て の 検 証 が 必

要 で あ る 。  

イ  社 内 の 内 部 統 制 等  

社 内 の 内 部 統 制 等 に つ い て は

「 ２  内 部 統 制 に 関 す る 改 善

策 」 に お い て 対 応  

 

 

２  内 部 統 制 に 関 す る 改 善 策  

（ １ ） 内 部 統 制 ・ コ ン プ ラ イ ア ン ス  

特 別 監 察 に お け る 指 摘  改 善 策 の 内 容  

ア  内 部 統 制 に 係 る 方 針 ・ 規 程

等 の 整 備  

（ ア ） 内 部 統 制 や コ ン プ ラ イ ア

ン ス に 関 す る 全 社 的 な 基 本 方 針

が 未 策 定 で あ る 。  

（ イ ） 経 営 上 の リ ス ク 項 目 の 洗

い 出 し と そ の 対 処 方 針 （ リ ス ク

管 理 行 動 計 画 ） や Ｂ Ｃ Ｐ （ 事 業

継 続 計 画 ） が 未 策 定 で あ る 。  

 

ア  内 部 統 制 に 係 る 方 針 ・ 規 程

等 の 整 備  

（ ア ） 大 会 社 並 み の 内 部 統 制 規

程 等 の 整 備  

 ａ  内 部 統 制 や コ ン プ ラ イ ア

ン ス 全 体 を 包 含 す る 企 業 統

治 に 関 す る 基 本 方 針 を 策 定  

 ｂ  内 部 統 制 に 関 す る 基 本 方

針 を 策 定  

 ｃ  コ ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す

る 基 本 方 針 を 策 定  

 ｄ  リ ス ク 管 理 行 動 計 画 の 策   

  定  

 ｅ  事 業 継 続 計 画 （ Ｂ Ｃ Ｐ ）

の 策 定  

イ  内 部 統 制 シ ス テ ム の 運 用  

（ ア ） 取 締 役 会 で 内 部 統 制 や コ

ン プ ラ イ ア ン ス に 関 す る 議 論 が

取 り 上 げ ら れ て い な い 。  

（ イ ） 取 締 役 会 と 執 行 調 整 会 議

の 役 割 の 違 い が 不 明 確 で あ る 。  

（ ウ ） 監 査 室 に 欠 員 が 生 じ て い

る ほ か 、 機 能 が 形 骸 化 し て い

る 。  

イ  内 部 統 制 シ ス テ ム の 運 用  

（ ア ） 取 締 役 会 に お け る 社 内 コ

ン プ ラ イ ア ン ス 管 理 の 強 化 （ 令

和 元 年 ６ 月 実 施 済 ）  

 ａ  取 締 役 会 の 開 催 頻 度 を 増

加 （ 月 １ 回 程 度 ）  

 ｂ  議 題 を 広 く 経 営 に 影 響 が

及 ぶ 事 項 に 設 定 （ 事 業 の 進

捗 管 理 、 人 材 確 保 ・ 育 成 、
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（ エ ） コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 に

向 け た 全 社 的 な Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク

ル が 円 滑 に 機 能 し て い な い 。  

（ オ ） 監 査 室 所 管 の コ ン プ ラ イ

ア ン ス 推 進 会 議 と 受 託 業 務 委 員

会 の 連 携 が 不 十 分 で あ る 。  

（ カ ） コ ン プ ラ イ ア ン ス 、 ハ ラ

ス メ ン ト 等 の 各 相 談 窓 口 の 判 断

基 準 が 統 一 さ れ て い な い 。  

 

コ ン プ ラ イ ア ン ス 強 化 な

ど ）  

 ｃ  執 行 調 整 会 議 の 機 能 を 取

締 役 会 に 一 本 化     

（ イ ） 内 部 通 報 制 度 の 強 化  

 ａ  情 報 を 監 査 室 に 集 約 で き

る よ う 仕 組 み を 構 築 し 、 情

報 管 理 を 一 元 化  

 ｂ  局 と の 情 報 共 有 を 強 化  

 ｃ  弁 護 士 を 外 部 窓 口 と し て

指 定 し 、 社 員 や 関 係 者 が 内

部 通 報 を し や す い 制 度 を 導

入  

（ ウ ） Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル に 基 づ

く 内 部 統 制  

 ａ  各 部 に コ ン プ ラ イ ア ン ス

推 進 委 員 会 を 設 置 し 、 リ ス

ク の 洗 い 出 し 、 対 応 策 の 実

施 、 検 証 、 改 善 の Ｐ Ｄ Ｃ Ａ

サ イ ク ル を 確 立 。 社 員 の 業

務 改 善 意 識 を 醸 成  

（ エ ） 監 査 室 の 機 能 強 化  

 ａ  執 行 体 制 を 強 化 （ コ ン プ

ラ イ ア ン ス に 関 す る 事 項 を

所 管 す る 改 革 担 当 理 事 ポ ス

ト を 新 設 ）  

 ｂ  監 査 室 が 所 管 す る コ ン プ

ラ イ ア ン ス 推 進 会 議 と 取 締

役 会 、 受 託 業 務 委 員 会 等 と

の 連 携 強 化  

（ オ ） 外 部 の 視 点 に よ る 監 視 機

能 の 強 化  

 ａ  事 業 執 行 上 の 法 令 遵 守 等

に 関 し て 、 チ ェ ッ ク や 助 言

を 有 識 者 か ら 受 け る 体 制 の

構 築  
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 （ ２ ） 社 員 構 成 、 人 事 シ ス テ ム  

特 別 監 察 に お け る 指 摘  改 善 策 の 内 容  

ア  社 員 構 成  

 課 長 級 以 上 の 社 員 の ９ 割 が 都

庁 出 身 社 員 で あ る な ど 、「 都 職 員

厚 遇 」 と も 取 ら れ か ね な い 状 況

は 、 意 欲 あ る 固 有 社 員 の モ チ ベ

ー シ ョ ン を 喪 失 さ せ る 可 能 性 が

あ る 。  

 

ア  社 員 構 成  

 固 有 社 員 を 早 期 に 登 用 し 、管 理

職 層 の 年 齢 構 成 の 偏 り を 改 善  

 (ア ）課 長 職 昇 任 選 考 の 資 格 要 件

を 緩 和   

 (イ ） 経 験 者 採 用 を 拡 充  

 

イ  人 事 シ ス テ ム  

（ ア ） 長 期 的 な 人 材 育 成 の 基 本

方 針 を 策 定 し て い な い 。  

（ イ ） 局 研 修 へ の 参 加 な ど に よ

り 人 材 育 成 に 取 り 組 ん で い る も

の の 、 Ｔ Ｓ Ｓ 社 内 に お い て 内 部

統 制 や コ ン プ ラ イ ア ン ス の 優 先

度 や 実 効 性 は 高 く な く 、 Ｔ Ｓ Ｓ

と 局 の 合 同 研 修 で コ ン プ ラ イ ア

ン ス に 特 化 し た も の が な い 。  

（ ウ ） Ｔ Ｓ Ｓ か ら 局 へ の 派 遣 研

修 の 実 績 は 、 現 在 技 術 系 の 職 種

の み で 、 人 数 も 年 度 当 た り 数 名

に と ど ま っ て い る 。  

 

イ  人 事 シ ス テ ム  

（ ア ） 固 有 社 員 の 確 保 及 び 育 成  

 ａ  人 材 確 保 ・ 育 成 方 針 を 策

定  

（ イ ） グ ル ー プ と し て コ ン プ ラ

イ ア ン ス 意 識 の 醸 成 等  

 ａ  水 道 局 と の 人 材 交 流 対 象

業 務 を 拡 大  

 ｂ  水 道 局 と 共 同 で コ ン プ ラ

イ ア ン ス 研 修 を 実 施  

 

 

 （ ３ ） 水 道 局 の ガ バ ナ ン ス  

特 別 監 察 に お け る 指 摘  改 善 策 の 内 容  

ア  「 東 京 水 道 グ ル ー プ 経 営 基

本 方 針 に 基 づ く 取 組  

（ ア ）「 東 京 水 道 グ ル ー プ 経 営 基

本 方 針 」 に 基 づ く 取 組 全 体 の 進

捗 管 理 が 十 分 と は 言 え な い 。  

（ イ ）「（ 東 京 水 道 グ ル ー プ ） コ

ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 会 議 」 が 開

ア  「 東 京 水 道 グ ル ー プ 経 営 基

本 方 針 に 基 づ く 取 組  

（ ア ） 進 捗 管 理 の 徹 底  

 ａ  各 団 体 が 年 度 ご と に コ ン

プ ラ イ ア ン ス 年 間 行 動 計 画

を 策 定  

 ｂ  各 団 体 の コ ン プ ラ イ ア ン
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催 さ れ て い な い 。  

 

ス 行 動 計 画 の 進 捗 管 理 を 行

う （ 東 京 水 道 グ ル ー プ ） コ

ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 会 議 の

開 催 頻 度 を 増 や し 、 コ ン プ

ラ イ ア ン ス に 係 る 取 組 の 進

捗 管 理 を 強 化  

（ イ ） 緊 張 感 の あ る ガ バ ナ ン ス

関 係 を 強 化  

 ａ  水 道 局 と Ｔ Ｓ Ｓ 及 び Ｐ Ｕ

Ｃ の ト ッ プ が 経 営 状 況 に つ

い て 話 し 合 う グ ル ー プ 経 営

戦 略 会 議 を 拡 充  

 

イ  「 業 務 運 営 に 関 す る 協 定

書 」 の 運 用  

局 と Ｔ Ｓ Ｓ は 、「 業 務 運 営 に 関

す る 協 定 書 」 を 締 結 し 、 協 議 事

項 、 報 告 事 項 を 定 め て い る が 、

情 報 が 一 元 化 さ れ て お ら ず 、 個

人 情 報 の 紛 失 事 案 に 関 し 、 Ｔ Ｓ

Ｓ か ら 局 へ の 報 告 が ４ か 月 も な

さ れ な い 案 件 が あ っ た 。  

 

イ  「 業 務 運 営 に 関 す る 協 定

書 」 の 運 用  

（ ア ） 業 務 運 営 に 関 す る 協 定 書

に 規 定 す る 報 告 事 項 を よ り 明 確

に し た 「 覚 書 」 を 締 結  

 

 

 

道路占用許可申請手続事案に関しては、第９回及び第 10 回有識

者委員会において、水道局から、ＴＷにおける再発防止策の内容

について報告があった（表４参照）。 

また、水道局としては、①組織相互のコミュニケーションの円

滑化、②工事完了後にかしが発覚した案件の修補に係る対応、③

工事実施に必要な手続の確認の三つの再発防止策を実施していく

ことについて報告があった。 

 

 

 

 



- 19 - 
 

【表４ ＴＷにおける再発防止策（第 10 回東京水道グループコンプライア

ンス有識者委員会資料）】 

 

 

イ 再発防止策に対する評価 

 

（ア）水道局の再発防止策に対する評価 

   

ａ  総論  

令和元年７月に公正取引委員会の改善措置要求等を受け、水

道局は同年 11 月に再発防止策を策定した。水道局としては、

平成 24 年から３度目の不祥事であり、都民への信頼回復とい

う点からも、構造的な問題、不祥事の根本原因にまで遡った検

討が求められていた。  

一般に不祥事調査においては、原因（ コンプライアンス違反

行為を行った行為者の動機、機会、正当化）を解明し、その対

応策を検討していくことが求められているが、不祥事が続いて

しまう組織の場合には、顕在化しているリスクに対する対応策

のみならず、今後も類似の不祥事が発生をしないように、組織

的な問題点まで掘り下げて分析をし、対応策を検討することが

必要となる。  

水道局から報告のあった、業者に恩義を感じていた、業者に

依 存 を し て い た と い う 今 回 の 不 祥 事 を 起 こ し て し ま っ た 動 機
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等を踏まえれば（図１参照 ）、不祥事が起きないないし不祥事を

起こすことが困難な仕組みの構築が必要である。コンプライア

ンス違反や情報漏えいが起きやすい環境になっていないか、業

者に過度に依存をしてしまう環境になっていないか等、人間心

理 や 人 間 の 弱 さ を 踏 ま え た 上 で の 仕 組 み 面 で の 整 備 の 視 点 を

持つべきである。  

 

【図１（再掲） 調査特別チーム中間報告書調査結果による情報漏えい事

故の概要（第１回東京水道グループコンプライアンス有識者委員会資料）】 

 

 

さらに、そのようなハード面での対応策のみならず、ソフト

面での対応策も必要となる。職員のマインドをコンプライアン

ス重視に変えていくこと、組織風土の改善につながる取組も不

可欠である。不祥事を発生させてしまった組織が、不祥事発生

当時どのような組織風土を持っていたのか、コンプライアンス

や倫理よりも優先されていた価値観はなかったのか、組織とし

て の 価 値 観 を 職 員 に 対 し て ど の よ う な 形 で 伝 え て い た の か 等 、

より掘り下げた分析も必要になる。  

この点、水道局から示された再発防止策は、職員のコンプラ

イアンス意識や組織風土の抜本的改革、不正を起こさない仕組

み・職場環境の創出、監視機能・危機管理体制の強化、局事業
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運営体制の抜本的改革の項目によって分類され、組織風土や局

事業運営体制の抜本的改革など、仕組みや組織構造面について

の検討を踏まえたものとなっており、全体的な方向性としては

評価できる。  

 

ｂ  各論  

しかしながら、再発防止策は策定をして終わりではなく、

再発防止策の実施面において、実際に現場に浸透させていく

ことが重要であり、これまでの本委員会における議論を踏ま

え、以下の点について留意するよう提言する。  

 

ⅰ  実施状況の評価、改善の仕組みの構築  

水道局に限らず、不祥事が続いてしまう企業、組織では、

制度を作ることに全力を注ぐものの、実施段階における効果

測定、検証そのもののプロセスが想定されていないか、効果

測定、検証そのものを行っていないケースも散見される。  

再発防止策のメニューの充実に注力しすぎると、策定する

ことが目的となってしまい、その有効性や効果についての検

証が行われず、再発防止策がただ実施するだけの形骸化した

取組となってしまうおそれもあることに留意するべきであ

る。  

そのため、再発防止策の取組は、一過性の取組ではなく、

継続的に実施し、継続的に改善することができる仕組みの構

築が不可欠である。再発防止策の進捗管理をはじめとして、

再発防止策の取組が無意味となっていないかの分析を行い、

取組内容が実態に合っていない場合、取組内容が膨大で、職

員に対して過度の負担となっている場合、再発防止策の周知

方法、伝え方に問題がある場合には、内容や伝達方法を見直

すなど、改善の仕組みが必要である。  

水道局の再発防止策は、再発防止策の内容、メニューだけ

ではなく、水道局の事業運営体制の抜本的改革の項目とし

て、ＰＤＣＡサイクルの仕組みの構築の取組も含まれてお

り、評価できる。  

今後は、そのＰＤＣＡサイクルをどのように具体化してい

くのかが必要である。  

その点に関連して、ＰＤＣＡサイクルのうち、Ｃ（評
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価 ）、Ａ（改善）のサイクルを整理し、その手続をより可視

化していくことを提言する。どのような「評価」の仕組みが

あり、問題が発見された場合には、どのように「改善」され

ていくのか、そのフローまで明確に示し、プロセスの可視化

が達成されることを期待したい（図４参照 ）。  

「評価」をするに当たっては、再発防止策、コンプライア

ンスにおけるＫＰＩ（重要業績評価指標、重要達成指標）は

何か 、「評価基準」はどのようなものにするのかについて

も、その明確化が求められる。民間企業においては、ＣＳＲ

（企業の社会的責任）活動に対する業績評価（達成度）を可

視化する取組がなされており、参考にできると思われる。コ

ンプライアンスに関連するところでは、コンプライアンス研

修の受講率、公益通報の通報件数などを数値目標として設定

することが考えられる。  

水道局から、今年度実施したコンプライアンスアンケート

（図５参照）の結果報告もなされたが、このようなコンプラ

イアンスの浸透度を図るアンケートを定期的に実施すること

も、客観的評価指標としては有効である。  

 

 

【 図 ４  再 発 防 止 策 に 関 わ る Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル イ メ ー ジ 】  
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【 図 ５  コ ン プ ラ イ ア ン ス ア ン ケ ー ト の 概 要 （ 第 ７ 回 東 京 水 道 グ ル ー

プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 

 

 

ⅱ  過去の取組の整理、総括  

水 道 局 で は 、 過 去 ３ 度 の 不 祥 事 が 発 生 し 、 そ の 都 度 再 発 防

止 策 を 策 定 し て き た こ と も あ り 、 こ れ ま で の 再 発 防 止 策 の内

容は非常に多岐に及んでいる。  

不 祥 事 が 繰 り 返 さ れ る 場 合 、 過 去 の 再 発 防 止 策 の 取 組 が 有

効 で あ っ た の か の 検 証 と 合 わ せ て 、 新 た に 再 発 防 止 策 を 策定

する場合にはこれまでの取組の整理も必要である。  

こ の よ う な 検 証 、 整 理 を 行 わ な い ま ま に 新 た な 再 発 防 止 策

を 策 定 す る 場 合 に は 、 有 効 で な か っ た 再 発 防 止 策 が そ の ま ま

残 さ れ る こ と に な る 上 、 こ れ ま で の 再 発 防 止 策 に 新 た な 再 発

防 止 策 が 積 み 上 げ ら れ る こ と に な る た め 、 再 発 防 止 策 の 浸 透
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の阻害要因となりうることに留意するべきである。  

不 祥 事 が 発 生 し た 場 合 に は 、 多 く の 取 組 を 網 羅 的 、 総 花 的

に 展 開 し て 、 い た ず ら に 屋 上 屋 を 重 ね る の で は な く 、 こ れ ま

で の 再 発 防 止 策 の 検 証 と と も に 、 再 発 防 止 策 の 取 組 が 、 職 員

に 過 度 な 負 担 と な っ て い な い か 、 そ も そ も 実 現 可 能 性 の あ る

も の と な っ て い る の か に つ い て の 検 証 を 行 う こ と が 必 要 と な

る。  

水 道 局 の 報 告 に よ る と 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 に 向 け た 今

後 の 課 題 と し て 、 こ れ ま で 多 く の 再 発 防 止 策 （ お お む ね １ ３

０ 個 ） を 策 定 し 職 員 に 負 担 と な っ て い る こ と 、 こ れ ま で の 取

組 内 容 が 総 花 的 で あ る と 認 識 を し て お り 、 今 後 は 職 員 一 人 一

人 へ の 浸 透 、 現 場 視 点 に 立 っ た 取 組 を 進 め て い く 方 向 性 を 示

しており（図６参照 ）、課題認識、方向性 は評価できる。  

今 後 は 、 再 発 防 止 策 と し て の 優 先 順 位 は 何 か 、 何 を 重 点 化

す る の か 、 優 先 的 に 取 り 組 ま な け れ ば な ら な い リ ス ク は 何 な

の か 、 優 先 順 位 を 明 確 に し て 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス に つ い て の

リスクマネジメントを行っていくことが 必要である。  

   そ の た め に は 職 員 一 人 一 人 が コ ン プ ラ イ ア ン ス リ ス ク に つ

い て 意 識 を 高 め る と と も に 、 職 場 内 に お い て リ ス ク 認 識 を 共

有し、その対応策に取り組んでいくことが重要である。  
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【 図 ６  水 道 局 に お け る コ ン プ ラ イ ア ン ス 推 進 に 向 け た 現 状 の 課 題 及

び ４ つ の 理 念（ 第 11 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員

会 資 料 ）】  

    

 

ⅲ  現場視点  

組 織 で 不 祥 事 が 発 生 す る と 、 管 理 部 門 が 再 発 防 止 策 や コ ン

プ ラ イ ア ン ス の 取 組 を 策 定 し 、 事 業 部 門 を は じ め と し た 現場

に周知していくというプロセスを取ることが多い。  

こ れ ま で の 水 道 局 の 過 去 ３ 度 の 不 祥 事 は 、 事 業 部 門 な ど の

現 場 で 発 生 し て お り 、 そ れ ぞ れ 不 祥 事 の た び に 管 理 部 門 が 再

発 防 止 策 を 策 定 し て い た に も か か わ ら ず 、 現 場 の 職 員 に は 十

分に浸透していなかったことがうかがわれる。  

こ の こ と か ら す る と 、 こ れ ま で の 水 道 局 の 取 組 で は 、 現 場

で の 課 題 、 問 題 意 識 が 、 水 道 局 全 体 で 十 分 に 共 有 さ れ て い な

い な ど 、 現 場 視 点 に 立 っ た コ ン プ ラ イ ア ン ス が 課 題 で あ る こ

と が う か が わ れ る 。 水 道 局 の 報 告 で も 、 本 庁 と 現 場 と の 距 離
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感を課題として認識して おり（前掲図６ ）、水道局から示され

た再発防止策（表２参照）においても、技術系職員との意見交

換 、 局 長 の 事 業 所 訪 問 と 意 見 交 換 な ど 、 現 場 に 寄 り 添 う 姿 勢

が見られ、取組の方向性 は評価できる。  

今 後 は 、 こ れ ら の 取 組 を 、 形 だ け の 取 組 で 終 わ ら せ る の で

は な く 、 現 場 の 真 実 の 声 を 共 有 で き る よ う 取 り 組 む 必 要 が あ

る。  

そ の た め に は 、 ま ず は 職 員 か ら 本 音 を 語 っ て も ら う こ と が

必要であり、職員が「心理的安全性」を感じられるよう、環境

面での配慮も必要である と考えられる 。「心理的安全性」とは、

チ ー ム の メ ン バ ー の 一 人 一 人 が 恐 怖 や 不 安 を 感 じ る こ と な く 、

安 心 し て 発 言 ・ 行 動 が で き る 状 態 を 指 す 心 理 学 上 の 用 語 で あ

り 、 組 織 内 の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン の 活 性 化 を 考 え る 上 で も 有

用 で あ る 。 具 体 的 に は 、 経 営 ト ッ プ が 事 業 所 を 訪 問 し 意 見 交

換を行うことも必要なこと であるが、本庁事業所間における 、

課長級職員との意見交換 、課長代理級職員との意見交換など 、

本 音 を 語 り や す い 職 員 の 間 で の 横 断 的 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン も

強化していく方向性もあわせて検討するべきである。  

さ ら に 、 形 だ け の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン と な ら な い よ う に 、

現 場 の 声 に 耳 を 傾 け 、 反 映 し て い く た め の 改 善 の 仕 組 み の 構

築 が 必 要 と 考 え ら れ る 。 管 理 部 門 が 事 業 部 門 の 意 見 は 聞 く も

の の 、 そ れ を 取 組 内 容 に 反 映 を さ せ な い と す れ ば 、 現 場 の 意

向 を 反 映 し た こ と に は な ら な い し 、 現 場 か ら す れ ば 、 一 種 の

「喪失感」につながる おそれすらある。  

コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン は 双 方 向 で な け れ ば な ら な い し 、 現 場

の 意 向 を ど の よ う に コ ン プ ラ イ ア ン ス の 取 組 に 反 映 さ せ る の

か、このプロセスの可視化も課題である。そのためには、以下

のような基本プロセスを意識するべきである。  

ま ず 、 な ぜ コ ン プ ラ イ ア ン ス や ル ー ル が 重 要 な の か 、 コ ン

プ ラ イ ア ン ス や ル ー ル の 背 後 に は ど の よ う な 意 義 、 リ ス ク や

利 益 が あ り 、 な ぜ 守 ら な け れ ば な ら な い の か 、 本 来 の 目 的 に

ま で 遡 っ て 現 場 に 説 明 を し て い く 必 要 が あ る 。 コ ン プ ラ イ ア

ン ス の 目 的 、 ル ー ル や 再 発 防 止 策 の 取 組 を 説 明 す る の は 管 理

部門の責務である。  

次 に 、 こ の 際 、 ル ー ル が 実 態 に 合 っ て い な い と い う 意 見 に

よ っ て 、 ル ー ル の 問 題 が 浮 き 彫 り に さ れ た の で あ れ ば 、 管 理
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部 門 は そ れ を 受 け 止 め 、 ル ー ル を 変 更 す る な ど 、 現 場 に 寄 り

添って解決するという視点が必要 となる。  

   現 場 の 課 題 、 意 見 と し て 浮 き 彫 り に な っ た 情 報 を ど の 部 署

で管理を行い、どのように展開し、改善につなげていくのか、

現 場 の 意 見 を 反 映 す る た め の プ ロ セ ス を 可 視 化 し て お く こ と

が求められる。  

 

  ⅳ  ＩＣＴの利用及び統制の視点  

再 発 防 止 策 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス の 取 組 を 構 築 す る 上 で 、 不

祥 事 が 起 き に く い仕 組 み を 構 築 し てい く こ と が 重 要 であ る が 、

その中でも、ＩＣＴ（情報通信技術）の視点は重要である。先

進 技 術 の 進 歩 は 著 し い も の が あ り 、 今 後 は Ａ Ｉ や Ｉ ｏ Ｔ など

を 利 用 し た 対 策 を コ ン プ ラ イ ア ン ス に も 取 り 入 れ て い く こと

も重要である。  

Ｉ Ｃ Ｔ を 利 用 す る こ と で 、 ミ ス を 大 幅 に 削 減 す る こ と が 可

能となる 。現場の負担軽減 、業務改善につながることになり、

結 果 と し て 、 職 員 が 働 き や す い 職 場 環 境 の 創 出 に つ な が る こ

と に も な る 。 業 務 上 過 度 の 負 担 が 職 員 に か か っ て い る 場 合 に

は 、 そ れ 自 体 不 祥 事 の 原 因 と な り 得 る も の で あ り 、 Ｉ Ｃ Ｔ の

活用により、業務のムリ、ムダ等を取り除き、活力のある職場

環 境 の 創 出 に も つ な が っ て い く 。 具 体 的 に は 単 純 な 事 務 作 業

についてはＲＰＡ（ ロボティックプロセスオートメーション ）

を 積 極 的 に 導 入 す る な ど し て 、 職 員 が 行 う 事 務 作 業 を 減 少 さ

せるなどの取組が考えられる。  

コンプライアンス、再発防止策というと 、どうしても規制、

監 視 な ど 消 極 面 に 焦 点 が 当 た り が ち で あ る が 、 Ｉ Ｃ Ｔ を 積 極

的 に 利 用 す る こ と で 、 業 務 効 率 や 改 善 な ど 積 極 面 で の 作 用 が

あ り 、 そ れ が 結 果 と し て 、 不 祥 事 の リ ス ク を 下 げ る こ と に な

ることにも留意するべきである。そのため、今後は 、現場の負

担 軽 減 、 業 務 改 善 に つ な が る Ｉ Ｃ Ｔ を 積 極 的 に 導 入 す る こ と

を期待したい。  

ま た 、 Ｉ Ｃ Ｔ を 統 制 手 法 と し て 活 用 す る こ と で 、 不 祥 事 の

予 防 に つ な ぐ こ と も 有 効 で あ る 。 不 祥 事 の 発 生 を 事 前 に 防 ぐ

た め に は 職 員 の コ ン プ ラ イ ア ン ス 意 識 に 訴 え か け る だ け で は

不 十 分 で あ り 、 シ ス テ ム 化 で き る も の は 対 応 を 行 い 、 可 能 な

限 り 不 正 を 起 こ す こ と が で き な い 仕 組 み を 構 築 し て お く こ と
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が 重 要 で あ る 。 特 に 、 個 人 情 報 や 機 密 情 報 の 漏 え い な ど 情 報

管 理 を は じ め と し た 不 祥 事 の 類 型 に お い て は 、 Ｉ Ｃ Ｔ に よ る

統 制 が 必 要 で あ る と さ れ て お り 、 Ｉ Ｃ Ｔ の 不 備 が 不 祥 事 の 原

因 と し て 指 摘 さ れ る こ と が あ る 。 具 体 的 に は Ａ Ｉ に デ ー タ を

監 視 さ せ る な ど し て デ ー タ の 流 出 を 事 前 に 防 ぐ こ と な ど が 考

え ら れ る 。 水 道 局 の 過 去 ３ 度 の 不 祥 事 は い ず れ も 情 報 漏 え い

が 関 係 し て い る こ と か ら す る と 、 統 制 手 法 と し て の Ｉ Ｃ Ｔ の

積極的活用についても期待したい。  

仕 組 み の 導 入 に 加 え て 、 情 報 管 理 の 責 任 者 を 明 確 化 す る こ

とが重要である。民間企業では、ＣＩＯ（最高情報責任者）が

置 か れ る こ と も あ る が 、 Ｉ Ｃ Ｔ を 強 力 に 推 進 し て い く た め に

は役職上も責任者を明確化することが重要となる。  

Ｉ Ｃ Ｔ 環 境 の 整 備 に は 、 相 応 の コ ス ト が 必 要 に な る こ と が

あ る の で 、 Ｉ Ｃ Ｔ の 活 用 に つ い て は 、 費 用 対 効 果 が 重 要 で あ

るが 、東京都ではＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）

の 取 組 を 進 め て お り 、 水 道 局 に お け る 積 極 的 な Ｉ Ｃ Ｔ の 活 用

が期待される。  

 

  ⅴ  危機管理の視点  

   水道局からは、再発防止策の内容として危機管理（不祥

事）対応体制について説明がなされた。再発防止策を策定す

るに際しては不祥事の再発防止という視点だけではなく、不

祥事が発生する現実的なおそれがある場合、または実際に発

生をした場合の対応策（発生をした場合の情報管理の方法、

対外的な説明の方法、信頼回復のプロセスなど）について整

備することも重要である。今回の再発防止策において、不祥

事が実際に発生をした場合等に備えて、情報の伝達経路の明

確化や不祥事発生時の調査の方法等を整理し、不祥事対応体

制の整備を行った点については、評価できる（図７参照 ）。  
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【 図 ７  水 道 局 に お け る 不 祥 事 対 応 の 流 れ（ 第 11 回 東 京 水 道 グ ル ー プ

コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 

   もっとも、不祥事を含めた危機管理体制の構築を進めるに

当たっては、水道事業が都民生活にとって不可欠なインフラ

であり、その事業目的が達成できなくなる危機とは何か、危

機が現実化した場合の対応方法など、改めて整理することが

問われている。  

水を供給する過程で生じる危機としては、水質事故、漏水

事故、工事事故等が考えられるが、これらの危機が現実化し

た場合の対応策については水道局において一定の整理を行っ

ていると考えられる。  

   今後は不祥事のみならずこれらの重大事故等を水道事業が

行う上での「危機」として再整理し、水道局全体として管理

（責任者を指名することなども考えられる 。）をしていくこ

とも重要である。  

 

  ⅵ  まとめ  

   以上のとおり、本委員会としては、公正取引委員会の改善

措置要求等を踏まえた水道局の再発防止策の検証を行った。

水道局としては、３度目の不祥事が発覚し、不祥事の根本原
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因にまで遡った再発防止策の策定が求められる中、職員のコ

ンプライアンス意識や組織のコミュニケーションの課題など

組織風土の問題にまで着目するとともに、現場との対話、現

場視点を重視しており、基本的な方向性は評価できる。  

   今後は、再発防止策の取組だけをこなすことが目的となら

ないように、留意する必要がある。再発防止策を含むコンプ

ライアンスの取組は、職員に真に理解され、行動として定着

することではじめて意味がある。これらは職員の行動規範、

マインドを変えるものであるため、浸透・定着までに相応の

継続的な取組を必要とすることになる。再発防止策の趣旨、

目的、効果これらが職員一人一人に理解され、職員の行動指

針や実際の行動として表れていること、このような効果が明

確に表れるまで継続的な実施が必要となる。  

 

（イ）政策連携団体の再発防止策に対する評価  

 

ａ  総論  

これまで、本委員会においては、水道局の不祥事だけではな

く、水道局の政策連携団体における不祥事についても報告を受

け、再発防止策等についての検証を行ってきた。  

本委員会では、当初、総務局の特別監察により指摘されたＴ

Ｓ Ｓ に お け る 特 別 監 察 指 摘 事 案 の 改 善 策 に つ い て の み 審 議 す

る予定であったが、ＴＷにおける道路占用許可申請手続事案に

つ い て も 、 内 部 統 制 上 の 問 題 の 可 能 性 が 示 唆 さ れ た こ と か ら 、

審議することとなった。  

本委員会では、水道局から、政策連携団体の個別の再発防止策の

取組のほか、会社法上の大会社と同水準の内部統制体制を整備する

こと、令和２年４月からは、ＴＳＳとＰＵＣが合併し、監査等委員

会設置会社となることが示された。 

これにより、会社の内部統制、コンプライアンスについてより

強いモニタリングを期待でき、水道局及び政策連携団体の取組は

評価できる。 

 

ｂ 各論 

 しかし、政策連携団体のみ変われば終わりというのではなく、

水道局及び政策連携団体がグループとして連携し、以下の点に留
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意しつつ、コンプライアンスの実現に向けた取組を進めていくこ

とを提言する。 

   

ⅰ  再発防止策の取組について  

水道局のコンプライアンスの取組と同様に、政策連携団体

のコンプライアンスの取組においても、政策連携団体内部に

おいて、従業員のマインドを変えること、従業員一人一人が

主役であるという意識を持ってもらうことが必要である。  

その際に特に重要となるのは、仕事の意義や重要性のみな

らず、東京水道グループの一員であるという業務の公共性に

ついての理解である。政策連携団体は、株式会社の形態をと

っているものの、水道局が出資しており、通常の民間企業と

は異なる。水道事業という水道利用者、都民生活の基盤とな

る事業を担っており、公共的役割、使命も担っているのであ

る。  

政策連携団体は、このような公共的使命を水道局と同様に

担っていること、そのことをグループの従業員に理解をして

もらうこと、グループ企業それぞれがコンプライアンスの主

体であること認識することが、重要であると考えられる。  

 

 

  ⅱ  政策連携団体の内部統制について  

第２回有識者委員会において、 水道局は、ＴＳＳは会社法

上の大会社と同水準の内部統制を整備し、運用していくこと

を報告し、本委員会で は、ＴＳＳあるいは統合後の会社の内

部統制について議論をしてきた 。  

そのため、今後の政策連携団体 のコンプライアンスの取組

としては、内部統制が中心的役割を果たすことになる。  

内部統制を構築するに 当たっては、それぞれの業務プロセ

スの中でどのようなリスクがあるのか分析し、それに対する

対応策を検討していくことが基本 となる（図８参照 ）。  
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【 図 ８  リ ス ク 管 理 行 動 計 画 表 （ 各 種 受 付 業 務 ） の イ メ ー ジ （ 第 ７ 回

東 京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 

 

水 道 局 か ら の 報 告 に よ る と 、 政 策 連 携 団 体 の 内 部 統 制 に お

い て は 、 リ ス ク 管 理 行 動 計 画 を 策 定 し 、 さ ら に 会 社 の リ ス ク

を 検 討 す る た め 、 リ ス ク 管 理 委 員 会 を 重 要 な 機 関 と し て 位 置

付 け て い る （ 図 ９ 参 照 ）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 33 - 
 

【 図 ９  Ｔ Ｗ に お け る 内 部 統 制 体 制 （ 第 ７ 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ

ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ） か ら 作 成 】  

 

 

【 表 ５  Ｔ Ｗ に お け る 内 部 統 制 関 連 機 関 （ 第 ７ 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ

ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 
 

政策連携団体が抱えるリスクを分析し、さらに対応策につ

いてリスク管理行動計画を策定し、リスク管理委員会におい

て、組織的に検討していく方向性は評価できる。  

しかし、そのようなリスク分析、検討が形骸化しないため

にも、取組により改善内容が反映され、その過程が可視化さ

内部統制体制 
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れるための仕組みが重要であり、特に、運用面でリスク管理

委員会の機能強化が期待される。  

ポイントとなるのは、リスク管理委員会にどのような機能

を持たせ、コンプライアンスや内部統制を実効的なものにし

ていくかである。  

内部統制として重要なことは、リスクマネジメントシステ

ムとしてのＰＤＣＡサイクルの構築、運用である。そして、

ＰＤＣＡサイクル全体を監視する機能（モニタリング）が組

織運営上、不可欠となる。このような意味でのモニタリング

をどの機関が担当するのかの視点が重要となる。  

そのため、ＰＤＣＡサイクルのそれぞれのフェーズをレビ

ューする機能をリスク管理委員会に持たせ、ＰＤＣＡサイク

ル全体を監視することも、リスク管理委員会の機能強化につ

ながると思われる。  

よって、監査室、コンプライアンス推進会議、受託業務委

員会、契約監視委員会等の内部統制が機能しているかどうか

をモニタリングする機関としてリスク管理委員会を位置付け

るなど、体制強化の方向性については肯定できる（図９、図

10 及び表５参照 ）。  
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【 図 10 Ｔ Ｗ に お け る リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム （ 第 ７ 回 東 京 水 道

グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 

 

 

 

本委員会では、統合前から内部統制に係る機関の位置付け

について議論してきたが、特に注目をしたのは、統合後のＴ

Ｗにおけるリスク管理委員会と監査室の位置付け、統合後の

監査等委員会設置会社における監査等委員の権限強化につい

てである（図９、図 11、 図 12 及び表５参照 ）。リスク管理委

員会の権限や位置付けについては、前述のとおり、ＰＤＣＡ

サイクル全体をモニタリングする機関として位置付けるとし

ても、監査室にどのような役割を持たせるべきか、さらには

監査等委員会との関係をどのように整理するべきかについて

も重要である。  

近年大企業で発生した不祥事を見ても、経営者が不祥事に

関与している事例が見受けられる。経営者から独立した立場

から牽制するシステムの構築をすることも重要である。監査

等委員会設置会社として、社外取締役である監査等委員によ

る監督が期待できる。  

しかしながら、必要な情報が監査等委員に提供されない
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と、有効な監督が期待できない場合がある。近年の企業の不

祥事の事例では、社外取締役が「お飾り」となって、牽制機

能が十分に働かない場合も見受けられる。  

そこで、監査等委員会の実効性確保の観点から、監査等委

員会と監査室等との連携を強化し、必要な情報が伝達される

システムを確立し、牽制機能を強化していくことも検討され

るべきである。  
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【 図 11 Ｔ Ｓ Ｓ に お け る 内 部 統 制 機 能 相 関 図 （ 改 善 前 ）（ 第 ３ 回 東 京

水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 参 考 資 料 ）】  
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【 図 12 Ｔ Ｓ Ｓ に お け る 内 部 統 制 機 能 相 関 図 （ 改 善 後 ）（ 第 ３ 回 東 京

水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 参 考 資 料 ）】  
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本来内部統制として対応するべきリスクの範囲について

は、コンプライアンスリスクに限られるものではない。リス

ク管理委員会で検討するべきリスクの範囲についても、コン

プライアンスリスクのみならず、重大事故等より広い範囲の

リスクも含めるべきである。その過程において、業務改善や

業務効率につながる取組になることが期待される。  

さらに、リスクを検討するに際しては、リスク及びその対

応策のみでは十分ではなく、リスクが顕在化した後の危機管

理の視点も重要であり、リスク管理委員会で危機管理につい

ても検討することも必要である。内部統制はリスクをコント

ロール、マネジメントする取組であるため、リスクが顕在化

した際にその損害を最小限にするための対応についても事前

に備えておくことが求められる。  

その上で、留意するべきことは、それぞれの組織の役割、

責任を整理し、明確化しておくことである。問題が発生した

際に、どこの部署が責任を持ち、指示等を出すのかを明確に

し、責任や役割が曖昧になり、無責任な業務運営とならない

ことに留意する必要がある。  

 

ⅲ  まとめ  

   前述のとおり、本委員会は、政策連携団体で発生した特別

監察指摘事案、道路占用許可申請手続事案の再発防止策につ

いて、評価を行ってきた。特別監察指摘事案については、ガ

バナンス体制や内部統制体制を中心に検討をしてきたが、会

社法の大会社と同水準の内部統制体制を構築すること、合併

後のＴＷは監査等委員会設置会社となることなどの報告を受

け、これらはモニタリング強化につながるものであるため、

基本的な方向性としては評価できる。  

   道路占用許可申請手続事案については、水道局及びＴＷから

は、個別の予防策のみではなく、東京水道グループとしての一体

感、仕事の意義、従業員のエンゲージメントにまで遡った対応策

の方向性が示されておりその点は評価できる。 

   今後は、ＴＷは、監査等委員会設置会社として、モニタリング

機能を強化していくとともにグループとして理念や公共事業を行

うことの意義の共有を行い、グループ間の従業員のマインドを変

えていくことも期待される。 
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（２）水道局の内部統制システムに対する評価 

 

 ア  水道局からの報告の概要  

   以下のとおり第４回から第 11 回有識者委員会において水

道局の内部統制システムの構築に向けた報告を受けた。  

 

ａ  内部統制システム構築の方向性  

  一般的に、内部統制とは、①業務の効率的かつ効果的な

遂行、②財務報告の信頼性確保、③業務に関わる法令の遵

守、④資産の保全の４つの目的が達成されないリスクを一

定水準以下に抑えることを確保するために、業務に組み込

まれ、組織内の全ての者によって遂行されるプロセスと定

義されている。水道局からは、近年不祥事が短期間で３回

発生していること、コンプライアンスや再発防止策の実施

状況について、検証、改善を行うＰＤＣＡサイクルの構築

が重要であることから、コンプライアンスを重視した内部

統制構築に取り組む意向が示された（図 13 参照）。  

 

【 図 13 水 道 局 が 構 築 す る 内 部 統 制 の 概 要 （ 第 ８ 回 東 京 水 道 グ ル ー プ

コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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※ 有 識 者 委 員 の 議 論 を 経 て 図 13 を 修 正 し た も の を 図 19 と し て 46

ペ ー ジ に 掲 載  

 

ｂ  内部統制システムで行う取組  

内部統制の取組の重要な柱として、水道局から、コンプ

ライアンスプログラム、グループガバナンス（グループ全

体としての内部統制の取組）の取組が示された（図 14 及び

図 15 参照）。  

コンプライアンスプログラムでは、これまでの再発防止

策の取組を見直し、再度の不祥事を未然防止するという観

点から、将来水道局がどのようなコンプライアンスの取組

を行っていくのか、どのようなコンプライアンスを実現し

ていくのか、その具体的な取組内容を整理した。  

グループガバナンス（グループ全体としての内部統制の

取組）では、今後東京水道グループが一体となってコンプ

ライアンスを実現していくという観点から、水道局とし

て、ＴＷとどのようにコンプライアンスを実現していくの

か、その取組内容を整理した。  

 

【 図 14 コ ン プ ラ イ ア ン ス プ ロ グ ラ ム （ 第 11 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ

ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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【 図 15 グ ル ー プ ガ バ ナ ン ス （ グ ル ー プ 全 体 と し て の 内 部 統 制 の 取

組 ）（ 第 10 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資

料 ）】  

 

 

 

ｃ  内部統制システムのモニタリング、改善の仕組み  

 水道局からは、コンプライアンスプログラムやグループガ

バナンス（グループ全体としての内部統制の取組）の取組を

実施するだけでなく、取組状況を検証し、改善していく仕組

みについても報告を受けた。  

 特に、水道局は、これまでの再発防止の取組、コンプライ

アンスの取組について、検証、改善のための過程が十分に整

理されていなかったことを課題として認識しており、内部統

制におけるＰＤＣＡサイクルのＣ（評価 ）、Ａ（改善）のフ

ェーズの機能強化を重要視している。  

 

①  検証  

内部統制のＣ（評価）のフェーズとして、①日常的モニ

タリング、②独立評価、③外部評価、④公表の内容が示さ

れ、①日常的モニタリング、②独立評価の実施に当たって

は、内部統制の基本的な考えである３線ディフェンス（事

業部門、管理部門、監査部門）を意識した取組の方向性が

示された（図 16 及び図 17 参照）。  
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【 図 16 水 道 局 が 行 う 内 部 統 制 の モ ニ タ リ ン グ （ 第 11 回 東 京 水 道 グ

ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 か ら 作 成 ）】  

 

 

【 図 17 内 部 統 制 の ３ つ の デ ィ フ ェ ン ス ラ イ ン モ デ ル （ 第 ８ 回 東 京 水

道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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②  改善  

水道局は、内部統制のＡ（改善）のフェーズを以下のと

おりに整理している。  

内部統制のモニタリングの取組として、現場管理職との

意見交換や実施状況の確認のための現地調査などが予定さ

れている。意見交換等の過程で課題等が確認されれば、現

場業務の取組内容の改善につながることになる。  

また、意見交換等の結果については、内部統制評価報告

書で取りまとめられることになるが、その結果、改善が必

要な事項が確認されれば、ルールの見直し、変更など課題

の構造化を通じて、その後の改善につながっていくことに

なる（図 18 参照）。  

 

【 図 18 内 部 統 制 の モ ニ タ リ ン グ イ メ ー ジ （ 第 ８ 回 東 京 水 道 グ ル ー プ

コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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イ  内部統制システムに対する評価  

 

ａ  総論  

水道局において平成 24 年から 30 年までの間の比較的短い期

間 で３ 度の 不祥 事が 発覚 して いる こと から する と、 水道 局に は、

構 造 的 課 題 の 解 決 に ま で 踏 み 込 ん だ 体 制 を 構 築 す る こ と が 求 め

られており、今後はリスクマネジメントとしての内部統制に取り

組んでいくことが必要である。  

内部統制システムの構築に当たって、水道局の事業内容を考え

ると、地方自治法上の財務面でのリスクの検討だけではなく、財

務 以 外 の コ ン プ ラ イ ア ン ス リ ス ク の 検 討 を 行 う こ と も 必 要 で あ

る。  

第７回及び第８回有識者委員会では、水道局の内部統制システ

ムは、内部統制の４つの目的のうち、コンプライアンスを重視し

た内部統制システムの構築を検討していることが示された。これ

までの経緯を踏まえれば、コンプライアンスを重視した内部統制

システムの構築とすることや、対象を広げすぎず、まずは小さな

取組からスタートし、成果を上げた上で将来的に拡大していくこ

とが重要であり、水道局の取組は評価できる。  

もっとも、内部統制の目的はコンプライアンスのみに限定され
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るわけではなく、業務効率や業務改善などの目的の配慮も必要で

ある（図 19 参照）。  

 

【 図 19 水 道 局 が 構 築 す る 内 部 統 制 の 概 要 （ 修 正 後 ）（ 第 11 回 東 京 水

道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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【 図 13（ 再 掲 ）水 道 局 が 構 築 す る 内 部 統 制 の 概 要（ 当 初 案 ）（ 第 ８ 回 東

京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 

 

また、多くの組織で不祥事の発生が内部統制強化の発端とな

るが、現場が「締め付け」と感じないよう、ポジティブな説明

が必要である。締め付けが強すぎる反作用として、重要な情報

を報告しない、隠ぺい・改ざんにつながる危険も指摘されてお

り、いわゆる過剰規制の問題についても留意するべきである。  

その意味で、内部統制の重要な要素である業務改善についても、

十分な配慮をすることが求められる。  

さらに、重要なのはステークホルダーである都民を意識した内

部統制である。水道局からは不祥事対応体制としての危機管理に

ついて報告を受けたが、不祥事が発生した際にステークホルダー

で あ る 都 民 に 対 し て 説 明 責 任 を 果 た さ な け れ ば な ら な い 事 項 は

何か、都民にとって何が関心事か、都民を意識した体制構築を進

めていく必要がある。  

 

ｂ  各論  

水道局が示した、内部統制システムの個別の取組について、以

下のとおり提言を行う。  

ⅰ  コンプライアンスプログラム  
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水道局は、不祥事の未然予防、今後取り組むべきコンプライ

アンス、再発防止策の内容として、本委員会においてコンプラ

イアンスプログラムの説明を行った（図 20 及び図 21 参照 ）。  

 

【 図 20 コ ン プ ラ イ ア ン ス プ ロ グ ラ ム （ 当 初 案 ）（ 第 10 回 東 京 水 道 グ

ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 】  
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【 図 21 コ ン プ ラ イ ア ン ス プ ロ グ ラ ム （ 修 正 案 ）（ 第 11 回 東 京 水 道 グ

ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 
 

コンプライアンスプログラムでは、将来に向けてのコンプラ

イアンスの取組内容を示すべきであり、過去の不祥事に過度に

とらわれることなく、未来志向であることが求められる。過去

に発生した不祥事、顕在化したリスクについてモグラたたき的

な対応で終わらせるのではなく、どのようなコンプライアンス

の取組を行うのか、将来像を示すべきである。  

コンプライアンスプログラムは、水道局の内部統制の取組の

中核的な位置付けになると考えられるため、公正取委員会の報

告書や民間企業の取組を意識する余り、独占禁止法や入札談合

等関与行為防止法のみに重点を置きすぎるべきではない。  

水道局から当初示されたコンプライアンスプログラムは、過

去に発生をした不祥事や過去の再発防止策を重視する余り、未

来志向、将来像という点で、不十分な点が見受けられた。  

また、コンプライアンスプログラムで取り扱うべき内容につ

いても、既に顕在化したリスクである独占禁止法等の周知・徹

底に注力したものとなっているが、より広い視野で関係法令に

ついても再考をするべきである。水道局が民間企業と異なる公
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営企業であることを意識するべきで、よりベーシックな公務員

倫 理 や 水 道 事 業 に 関 連 す る 関 係 法 令 の 理 解 促 進 と い う 視 点 も

重要と考えられる。  

さらに、水道局から報告のあった危機管理（不祥事）対応体

制については、不祥事の範囲をやや狭くとらえているようであ

る。都民に対して説明責任を果たさなければならない事項は狭

い意味での不祥事に限らず、水質事故などを含めた重大事故も

含まれることになるはずである。都民に対して健康被害が生じ

た場合あるいはそのおそれがある場合はもちろんのこと、都民

の重大な関心事となる事故等が発生すれば、外部調査の実施も

含め、都民に対して説明責任を果たさなければならない。内部

統制において重点化する範囲として、まずは汚職防止等に重点

を置く取組から開始をするとのことであるが、汚職等に限らず 、

重 大 事 故 な ど 都 民 に 対 し て 説 明 責 任 を 果 た す べ き 事 項 に つ い

ても、対象範囲に含めることについての検討も進めていくこと

が求められる（図７参照 ）。  

 

【 図 ７（ 再 掲 ）  水 道 局 に お け る 不 祥 事 対 応 の 流 れ（ 第 11 回 東 京 水 道

グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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ⅱ  グ ル ー プ ガ バ ナ ン ス （ グ ル ー プ 全 体 と し て の 内 部 統 制 の 取

組）  

水道局としては、東京水道グループとして政策連携団体とと

もに、一体経営を行う方針を示している。  

コンプライアンスについても、東京水道グループとして一体

的に取り組む必要があり、政策連携団体のリスクも東京水道グ

ル ー プ 全 体 の リ ス ク と し て と ら え る 視 点 が 重 要 で あ る 。 Ｊ -Ｓ

ＯＸ（内部統制報告制度）をはじめとした日本の内部統制にお

いては、基本的にグループ全体の視点が重要であり、内部統制

に も グ ル ー プ が 一 体 と し て 取 り 組 む こ と が 必 要 と さ れ て い る 。 

その意味で、水道局から示されたグループガバナンス（図 15

参照）の取組を行うことは重要であるといえる。ここでいうグ

ループガバナンス（グループ全体としての内部統制の取組）と

は、会社のコンプライアンスの取組について水道局が管理を行

っ て い く 事 項 を 水 道 局 の 内 部 統 制 の 取 組 と し て 整 理 し た も の

である。  

また、水道局の内部統制の取組の一環としてグループガバナ

ンス（グループ全体としての内部統制の取組）を行う意味とし

て、これらの取組についてＰＤＣＡサイクルとして管理するこ

とであると考えられ、方向性としては肯定的に評価できる。  

 

【 図 15（ 再 掲 ）  グ ル ー プ ガ バ ナ ン ス （ グ ル ー プ 全 体 と し て の 内 部 統

制 の 取 組 ）（ 第 10 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会

資 料 ）】  
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この点、水道局のグループガバナンス（グループ全体として

の内部統制の取組）の内容は、水道局のコンプライアンス部門

と Ｔ Ｗ と の 管 理 部 門 の 意 見 交 換 を 通 じ た 情 報 共 有 の 取 組 に 主

眼が置かれており、コンプライアンスについてのグループ内の

情報共有は重要であると考えられるため、評価できる。  

もっとも、特に留意するべきなのは、コンプライアンスにつ

いて基本的な取組の共有以上に、よりベーシックな価値観、理

念の共有が重要となるということである。価値観、理念を共有

し、グループとしての一体感が醸成できるのであれば、東京水

道 グ ル ー プ と し て の コ ン プ ラ イ ア ン ス の 浸 透 が 促 進 さ れ る こ

とになる。  

今後は、東京水道グループ全体でそれぞれがコンプライアン

ス の 主 体 で あ る と の 共 通 認 識 を 持 て る よ う に す る べ き で あ り 、

組織の帰属意識、従業員のエンゲージメント（会社に対する愛

着、思い入れ）の視点が不可欠である。自分たちの行っている

仕事は、都民の生活にとって重要な仕事、東京都の水道の未来

を担っているのだという、社会的意義につながっているという

理念や価値観を、東京水道グループの全ての職員で共有するこ

とができるかどうかが、今後の重要な課題といえる。  

 

ⅲ  モニタリング  

水 道 局 か ら 示 さ れ た ３ つ の デ ィ フ ェ ン ス ラ イ ン を 前 提 と し

て、それぞれが相互にけん制しつつ、内部統制を機能させてい

くという視点は重要である（図 17 参照 ）。  
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【 図 17（ 再 掲 ）  内 部 統 制 の ３ つ の デ ィ フ ェ ン ス ラ イ ン モ デ ル （ 第 ８

回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 

 

もっとも、水道局には既に内部監査部門が存在し、コンプラ

イ ア ン ス も 含 め た モ ニ タ リ ン グ の 機 能 を 担 っ て い る 状 況 で あ

る。  

今後、コンプライアンス管理部門においても現場ヒアリング

をはじめとしてモニタリングの機能を担っていくとすれば、監

査部門との業務の重複を避けることが必要である。  

具体的には、現場訪問をはじめとして、コンプライアンス 管

理 部 門 と 内 部 監 査 部 門 が 二 重 に ヒ ア リ ン グ 等 を 行 う と す れ ば 、

現場の負担等が増えることが想定されるため、コンプライアン

ス 管 理 部 門 と 内 部 監 査 部 門 と の 連 携 等 に つ い て 配 慮 が 必 要 に

なる。モニタリング体制を構築する際にも、既存の取 組の積み

重ねとならないように配慮することが求められる（図 22 参照）。 
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【 図 22 コ ン プ ラ イ ア ン ス 管 理 部 門 と 内 部 監 査 部 門 に よ る モ ニ タ リ ン

グ の 調 整 イ メ ー ジ 】  

 

 

さらに、水道局が、内部統制のモニタリングとして、③外部

評価、④公表のプロセスを構築したことについては、評価した

い。特に外部評価については、地方自治法で は対象部門とはな

っていない中での東京都水道局独自の取組であり、今後は内部

統制の取組をはじめとして、取組内容、実施状況、評価等につ

いて、積極的に対外的に公表し、説明責任を果たしていく こと

が求められているといえる（図 16 参照 ）。  
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【 図 16（ 再 掲 ）  水 道 局 が 行 う 内 部 統 制 の モ ニ タ リ ン グ （ 第 11 回 東

京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 か ら 作 成 ）】  

 

内部統制、コンプライアンスの取組に限らず、水道局は、外

向き志向であるべきであり、社会とのコミュニケーションを積

極的に図っていくことを期待したい。コンプライアンスとはス

テ ー ク ホ ル ダ ー や 社 会 か ら の 要 請 に 応 え て い く た め の 取 組 で

ある。その意味で、コンプライアンスとは、社会との約束であ

り、ステークホルダーや社会からの要請や期待に耳を傾けない

コンプライアンスの実現は考えられない。  

 

 

ⅳ  改善のスキーム  

これまでの取組の課題として、水道局が、ＰＤＣＡサイクル

のうち、Ｃ（評価）、Ａ（改善）のフェーズを強化していくこと

については評価できる。  

しかし、前述のとおり、水道局から示された、内部統制の取

組内容では、Ｃ（評価）のスキームは詳細に示されていたもの

の、Ａ（改善）のスキームは明確となっていない。  

Ａ（改善）のスキームについてもより具体化することが期待

される。  

今後は、内部統制におけるＡ（改善）がどの段階で、どのよ
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うになされるのか、改善のスキームの整理、明確化を行うこと

を期待したい。  

 

 ⅴ  まとめ  

   本 委 員 会 で は 、 水 道 局 か ら 説 明 が な さ れ た 内 部 統 制 シ ス テ

ム に つ い て の 評 価 を 行 っ て き た 。 コ ン プ ラ イ ア ン ス を リ ス ク

と し て 捉 え 、 組 織 と し て リ ス ク マ ネ ジ メ ン ト を 行 っ て い く こ

と 、 マ ネ ジ メ ン ト す る 方 法 と し て Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル で 運 用 し

ていくことは重要である。  

   水 道 局 か ら は 、 内 部 統 制 の 基 本 方 針 、 コ ン プ ラ イ ア ン ス プ

ログラム、グループガバナンス（グループ全体としての内部統

制の取組 ）、現場による日常点検、コンプライアンス管理部門

における現場ヒアリング、本委員会による外部評価など、それ

ぞ れ の Ｐ Ｄ Ｃ Ａ サ イ ク ル の フ ェ ー ズ に 応 じ た 取 組 内 容 の 説 明

を受けてきた。  

   令 和 ３ 年 度 か ら 運 用 を 開 始 す る 内 部 統 制 に つ い て は 、 こ れ

ら の 可 視 化 さ れ て い る 取 組 を 全 て の 職 員 に 定 着 さ せ 、 コ ン プ

ラ イ ア ン ス の 実 現 の み な ら ず 、 職 員 が 安 心 を し て 業 務 を 行 う

こ と が で き る と と も に 、 都 民 の ラ イ フ ラ イ ン を 支 え る 重 要 な

業 務 を 行 う 職 員 が よ り 働 き が い を 実 感 す る こ と が で き る 組 織

を作り上げていくことが期待される。  
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（３）グループガバナンスに対する評価 

 

ア  水道局からの報告の概要  

 

第１回から第５回及び第 10 回有識者委員会において、水

道局の政策連携団体に対するグループガバナンスについて、

水道局から、政策連携団体に対する株主の権利に基づくガバ

ナンスや基本契約に基づく統制について報告を受けるととも

に（図 23 参照）、令和２年４月からＴＳＳとＰＵＣが合併

し、ＴＷとして監査等委員会設置会社となることが示された

（図 24 及び図 25 参照 ）。  

 

【 図 23 水 道 局 の グ ル ー プ ガ バ ナ ン ス （ 第 10 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ

ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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【 図 24 Ｔ Ｓ Ｓ と Ｐ Ｕ Ｃ の 合 併 に つ い て （ 第 ７ 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ

ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 
 

【 図 25 監 査 等 委 員 会 の 概 要 （ 第 ７ 回 東 京 水 道 グ ル ー プ コ ン プ ラ イ ア

ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  
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イ  グループガバナンスに対する評価  

 

ａ  総論  

政策連携団体の不祥事が続くと、政策連携団体のみならず、東

京水道グループ全体としての信頼を損なうことになる。社会から

は、水道局、政策連携団体がそれぞれ別の団体として見られてい

るのではなく、一つの東京水道グループとして位置付けられてい

る。そのため、政策連携団体における再発防止策やコンプライア

ン スの 取組 を充 実さ せる だけ では 不十 分で あり 、水 道局 とし て、

統制をきかせていくこと、すなわち組織間ガバナンス、グループ

ガバナンスの視点が重要である。ここでいうグループガバナンス

とは、政策連携団体のコンプライアンスの取組の管理のみにとど

まるのではなく、組織設計や役員の選任解任、株主総会運営など

の株主権に基づく統制、協定や委託契約に基づく統制、さらには

人 材交 流の 在り 方や 、東 京水 道グ ルー プと して どの よう な理 念、

価値観を共有し、どのようなグループを目指すべきなのか、統制

の在り方についての内容も含まれることになる。  

また、政策連携団体は、水道事業という公共的事業を担っている以

上、それにふさわしいガバナンス、コンプライアンスや内部統制体制

の整備をすべきであり、随意契約締結の条件にする、業務委託の要件

にするなど、水道局としての姿勢を示すことも求められている。東京

水道グループとして主要な業務を担う会社として、会社法上の大会社

と同水準の内部統制体制やコーポレートガバナンスコードに準拠さ

せるなどの条件を求めることも考えられる。 

本委員会では、水道局から、ＴＳＳとＰＵＣについて、会社法上の

大会社と同水準の内部統制体制を整備すること、令和２年４月からは、

ＴＳＳとＰＵＣが合併し、ＴＷとして監査等委員会設置会社となるこ

となど、体制強化についても示されている。 

そのような中で、今後は、水道局がどのような観点で、グループガ

バナンス、統制をきかせていくのかを整理することが求められている。 

 

ｂ 各論 

水道局からは、グループガバナンスの在り方について、主に株

主としての統制、契約における統制という視点での報告を受けた。 

株 主と して の統 制に つい ては 、 水 道局 は、 ＴＷ の株 式の約 80

パーセントを保有しており、ＴＷの組織設計（会社の種類、役員
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の選任解任、経営上重要な意思決定など）について決定権限を有

している。そのような株主としての権利に基づいて、ＴＷを統制

していくことはもちろん必要である（図 23 参照）。  

 

【 図 23（ 再 掲 ）  水 道 局 の グ ル ー プ ガ バ ナ ン ス （ 第 10 回 東 京 水 道 グ

ル ー プ コ ン プ ラ イ ア ン ス 有 識 者 委 員 会 資 料 ）】  

 

 

しかし株主としての統制は手段であって、問題となるのは統制

の中身である。水道事業という公共事業を担う政策連携団体とし

て、どのようなガバナンスレベルが求められているのか、その条

件は何か整理するべきである。  

この点でまず重要と考えられるのは、政策連携団体に対する評

価基準である。評価については、定性的な評価とともに、定量的

な評価基準（財務状況など）を設定することが重要である。  

次に重要と考えられるのは、評価を踏まえたその後の対応であ

る。水道事業という公共事業を一体となって担う会社としてふさ

わしくない部分が認められた場合には、速やかな改善を図ること

が重要である。水道局からは政策連携団体は会社法上の大会社と

同水準の内部統制体制を構築すると報告がなされたが、そのよう

な 水準 を維 持し てい る か どう かに つい て常 に検 証が 必要 であ る。 

また、政策連携団体が水道事業という公共事業を担っているこ
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とからすると、説明責任の観点から、十分な開示責任を果たすべ

きである。上場企業を中心とする民間企業においても高度の開示

義務が課されているが、水道事業という公共的事業を担っている

会社としては、株式会社の開示義務では不十分である。公金を使

って事業運営を行っている点からしても、金銭の流れについて特

に開示が強く要請されていると言える。  

さらに、政策連携団体と水道局は基本的には受委託の関係にあ

るため、水道局と政策連携団体の契約にどのような内容を盛り込

むのかについて、統制するための要素は何かの視点も重要となる。 

一般的に、近年発生している不祥事の類型では、委託先のみな

らず、再委託先 、再々委託先においても、問題が発生し、委託者

の管理が問題となるケースが散見される。  

そのため、水道局と政策連携団体との間の契約内容の検討だけ

では不十分であり、政策連携団体と再委託先企業との間の契約内

容を、水道局と政策連携団体との契約内容等で規定する視点も重

要となると考えられる。  

 

ｃ まとめ 

 上記のとおり、本委員会は、グループガバナンスについて評価を行

った。水道局とＴＷは、水道事業を一体的に担っていく方向性にある

ことからすると、水道局としては、政策連携団体に対して、組織間ガ

バナンス、グループガバナンスをきかせていくことが重要となる。 

 水道局及び政策連携団体は、監査等委員会設置会社による会社自体

のモニタリング機能強化のほかは、委託契約内容の見直しも行ってお

り、その点は評価できる。 

 今後も、監査等委員をはじめとして、水道局とＴＷとの間で連携、

情報共有を行い、より実効性のあるガバナンスを行うことを期待する。 
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第４ 総括 

 

 水道事業は、都民生活と首都東京の都市活動を支える基幹ライ

フラインとして、安全でおいしい高品質な水を安定して供給する

という公共性の高い事業である。東京都の水道事業は、基幹的業

務を水道局と政策連携団体が担う一体的事業運営体制を構築し、

都民のニーズに応えるべく、日々取り組んでいるところである。

しかし、施設の老朽化、近く予想される首都直下地震などの自然

災害への対応の必要性、水道職員の技術の継承など多くの課題を

抱えている。  

 こうした中、一連の不祥事の発生を契機として、本委員会は、

東京水道グループ全体における不祥事の再発防止策及びガバナン

スの改善方策について検討を重ね、本報告書を取りまとめるに至

った。取りまとめの過程として、再発防止策という対症療法の検

討だけではなく、不祥事が発生する根源的な原因であるコンプラ

イアンスの問題、更には、東京水道グループの組織全体のガバナ

ンスの問題をも対象とした検証分析を行い、今後の改善方策につ

いて議論するに至った。これまでの本委員会の議論を踏まえ、コ

ンプライアンス及びガバナンスの面から、総括的にいくつか指摘

しておきたい。  

 第１に、東京水道グループ職員は、水道事業は、都民にとって

必須の公共財を提供する事業であるという自覚とプライド、そし

て責任感を持つことが重要である。コンプライアンスは、単に形

式的に法令や規則を守れば良いということではなく、水道事業の

特性を踏まえつつ、当該法令等の理念に立ち戻って理解すること

が欠かせない。  

 第２に、内部統制システムの構築及びグループガバナンスの重

要性である。内部統制の構築を水道局独自の取組として行うこと

となったが、コンプライアンスとともに、業務の効率的かつ効果

的な遂行にも十分に配慮し、業務の改善に結びつく取組が求めら

れる。このことにより、取組の形骸化を防ぐとともに、水道事業

の質的向上が図られることになる。  

 また、水道局がしっかりと東京水道グループ全体に責任を持つ

体制が求められる。令和２年４月に、東京水道サービス株式会社

と株式会社ＰＵＣは統合し、新たに、東京水道株式会社としてス
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タートしたところであるが、水道局は、東京水道株式会社との適

切な役割分担の下で、水道局がグループ全体の一体的業務運営の

確保にしっかりと関与することが必要である。今後、この観点か

ら、東京都水道局がグループガバナンスに責任を持つ体制をより

強化することが求められる。  

 第３に、水道事業は、下水道事業や電気、ガス事業と同じく膨

大な施設を適切に管理することにより、事業を維持するものであ

り、施設の構造、運用方法、維持管理の特質などを熟知した技術

者が不可欠である。長期的視点に立った「事業の健全な持続」を

図るため、適切な知識が獲得・伝承されるよう、人材育成に努め

る必要がある。その際、水道局職員が現場の知識、経験を身につ

けるための東京水道グループ内の人事交流の適切な実施に十分留

意することが重要である。  

 あわせて、広い意味での危機管理の重要性にも意を用いる必要

がある。危機管理としての組織体制、危機時に指導力と調整力を

発揮できる人材育成などの備えを講じることにより、水道事業に

おける事故を未然に防ぐとともに、事故発生時の迅速な対応が可

能となる。  

 第４に、都民の声を十分に反映することの重要性である。水道

事業においては、単なる費用対効果ではなく、水道事業の社会的

価値（効果）を高めていくことを常に念頭におくことが大事であ

る。都民のニーズがどこにあるのかを肌で受け止め、住民ニーズ

に沿った課題解決を促進するため、水道事業の抱える課題に係る

専門性を向上させ、住民ニーズの向上を図るなど、住民の期待に

応えていかなければならない。本委員会としても、都民のニーズ

を把握することは、今後の取組の重要な柱の一つであると認識し

ている。  

 最後に、本報告書の取りまとめに当たって、委員の活発な議論

が行われたところであるが、議論の前提となる資料の収集や論点

整理などにおいて、水道局から的確なサポートをしていただいた

ことに感謝申し上げたい。  

 本委員会としては、東京都水道事業の円滑な実施と東京水道グ

ループのガバナンスの強化に向けた検討を引き続き行っていく予

定である。水道局の取組への提言を行うとともに、都民の声の反

映にもより一層努めていきたいと考えている。  

 


